
日本学生支援機構奨学金の貸与が終了した皆さんへ 

在学中の返還の猶予をするためには、 

「在学届」の提出が必要です 
 
■提出期間： 
平成 30 年 ４/１0（水） ～ 4/20（金） 

※期限を過ぎた又は未提出の場合も、返還が開始されます。 
（期限後の手続きも可能です。） 

■提出方法：スカラネットパーソナル 
※入力の際は、下記の学校情報を入力してください 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※在学猶予は提出された期間のみ適用されます。 
下記の場合は、再度スカラネットパーソナルでお手続きください。 
例）退学をして在学期間が短縮される場合・留年して在学期間が延長される場合 

 

 

期間掲示（2018.4.30まで） 

【分野選択】は 

臨床検査科→「衛生」 

医療秘書科→「医療（その他）」 

※実際の画面は、 
画面イメージと異なること
があります 

2018.4.5 事業推進部 奨学金担当：赤司（アカシ） 


